
薬第46号

令和3(2021)年4月2日

一般社団法人栃木県病院薬剤師会長様

栃木県保健福祉部薬務課長小林由典

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医

業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告する

ことができる事項の一部を改正する件について（通知）

このことについて、令和3(2021)年3月25日付け医政発0325第11号により、厚生労

働省医政局長より別添のとおり通知がありましたので送付します。

つきましては、貴会員に周知いただきますようお願いします。

［ 1
薬事審査担当

TEL:028-623-3120

FAX:028-623-3121














































